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○議長（山本研一） 

  皆さんおはようございます。ただいまの出席議員は１２名です。定足数に達して

おりますので、これより令和８年開成町議会３月定例会議第３日目の会議を開きま

す。 

午前９時００分 開議 

○議長（山本研一） 

  日程第１ 議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算についてから日程第８ 

議案第３０号 令和８年度 開成町下水道事業会計予算について、までを開成町議

会会議規則第３６条の規定に基づき、一括議題とします。 

  町長に令和８年度開成町当初予算提案趣旨説明を求めます。 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  おはようございます。令和８年度開成町当初予算の提案に当たり、町の現状の認

識と町政運営に対する所信及び施策の概要を説明させていただきます。 

  政府の「令和８年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」によると、我が

国の経済見通しは、所得環境の改善が進む中で、各種施策の効果も下支えとなり、

個人消費が増加することで、引き続き、国内需要中心の経済成長となることが期待

されています。 

  危機管理投資や成長投資の取組が進み、設備投資も増加する見通しとされ、令和

８年度の実質ＧＤＰ成長率は１．３％程度、名目ＧＤＰ成長率は３．４％程度、消

費者物価（総合）は１．９％程度の上昇率になると見込まれています。 

  国の経済財政運営の基本的態度としては、戦略的な財政出動により官民が力を合

わせ「危機管理投資」と「成長投資」を進め、社会課題を解決し、「暮らしの安全・

安心」を確保するとともに、雇用と所得を増やし、潜在成長率を引き上げ、「強い

経済」を実現していく、としています。 

  そして、経済成長を通じて税収を増やし、成長率の範囲内に債務の伸びを抑制す

ることで、財政の持続可能性を実現し、「強い経済」の実現と財政健全化の両立を

目指すとされています。 

  本町の令和８年度予算は、第六次開成町総合計画に掲げる将来都市像「人と地域

が輝き、笑顔と躍動感あふれるまち・開成」の実現に向けた７つの基本目標のうち、

「未来を担うこどもを育むまち」「人のつながりをつくる安全・安心なまち」「利

便性が高く、快適な都市空間が整ったまち」を重点項目として編成しました。 

  一般会計予算の総額は過去最大規模８５億３，０００万円となりました。 

  歳入の根幹である税収は、個人町民税が賃金の上昇などにより増となり、過去最

大規模となる見込みです。 

  町税総額は３３億６，９１１万６，０００円で、歳入全体の３９．５％を占めま

す。 

  地方交付税は、令和７年度の法人町民税の減収や人口増、物価賃金高騰の影響に
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より、前年度比６億３，０００万円増の１２億６，０００万円を見込んでいます。 

  町税に地方交付税、譲与税及び各種交付金等を加えた一般財源総額は、前年度比

６億２，８４７万８，０００円増の５２億３，４１１万７，０００円を見込んでい

ます。 

  その他の歳入については、寄附金は、ふるさと納税収入の増により、前年度比１

億２，０００万円増の３億３００万５，０００円を計上しました。 

  町債については、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業及び教職員用端末の更新

などで借入れを予定しています。 

  町債全体では前年度比６，１５０万円減の４億８，４５０万円を計上しました。 

  歳出においては、中長期的に持続可能な町政運営の実現に着実に取り組んでいく

ため、選択と集中によって、より効果的かつ効率的に事業を推進していきます。 

  目的別予算では、総務費は、基幹業務システムの全国統一化・標準化への対応費

の減などにより前年度比４，６１１万９，０００円減の１１億６，８９５万４，０

００円を計上しました。 

  衛生費は、ゼロカーボンシティ創成事業補助金及びごみ処理広域化推進事業に関

わる負担金の増などにより、前年度比５，７９９万１，０００円増の７億５，２５

４万５，０００円を計上しました。 

  土木費は、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計への繰出金の減などに

より、前年度比６，０１９万８，０００円減の１０億５，２９３万６，０００円を

計上しました。 

  諸支出金は、財政調整基金積立金の増により、前年度比で大幅増の２億２，９４

０万３，０００円を計上しました。 

  性質別予算額では、人件費は、令和７年人事院勧告を踏まえた月例給の引上げな

どに伴い、前年度比４，７７９万７，０００円増の１４億２，３９７万５，０００

円を計上しました。 

  物件費は、ふるさと納税に係る委託料の増などにより、前年度比２，２８７万２，

０００円増の１５億６，７６１万２，０００円を計上しました。 

  扶助費は、保育所入所児童に関わる給付費及び障がい児通所に係る給付費の増な

どにより、前年度比８，４０１万９，０００円増の２０億６０８万９，０００円を

計上しました。 

  普通建設事業費は、民間保育所整備費補助金の減などにより、前年度比１，９７

４万３，０００円減の３億８９３万７，０００円を計上しました。 

  繰出金は、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計の繰出金の減などによ

り、前年度比９，２１５万５，０００円減の１１億２３２万４，０００円を計上し

ました。 

  続いて、特別会計及び企業会計です。 

  国民健康保険特別会計については、子ども・子育て支援納付金保険税の創設や、

診療報酬の改定による県への国民健康保険事業費納付金の増などにより、予算総額
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は前年度比５，３２４万９，０００円増の１６億１，４８０万３，０００円を計上

しました。 

  介護保険事業特別会計については、施設サービス等の給付が減少した一方で、居

宅サービス等の給付が増加したことなどにより、予算総額は前年度比１，１８１万

３，０００円減の１５億８，９１６万７，０００円を計上しました。 

  給食事業特別会計については、給食材料費の高騰などにより、予算総額は前年度

比１，８６２万４，０００円増の１億３，８７１万７，０００円を計上しました。 

  後期高齢者医療事業特別会計については、保険料率の見直しで１人当たりの保険

料が増加することなどにより、予算総額は前年度比３，８９８万２，０００円増の

３億７，５５４万４，０００円を計上しました。 

  駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計については、宅地造成に係る費用

の増の一方で、用地取得費が減となったことなどにより、予算総額は前年度比１億

８，６６８万１，０００円減の５億８，５９６万３，０００円を計上しました。 

  水道事業会計については、水道施設及び配水管工事費の増などにより、予算総額

は前年度比３，４１４万３，０００円減の４億５，７３９万４，０００円を計上し

ました。 

  下水道事業会計については、管渠布設工事費の減などにより、予算総額は前年度

比４，４８１万５，０００円減の８億３，９２０万６，０００円を計上しました。 

  それでは、令和８年度予定事業の概要について、第六次開成町総合計画の７つの

基本目標に沿って説明させていただきます。 

  １、未来を担うこどもを育むまち。 

  安心してこどもを産み、育てることができる環境づくりを進めます。 

  こども・子育て支援では、次世代を担う子どもの誕生を祝福し、健全な育成を支

援するため、新たに出生祝金制度を開始します。１人当たり５万円、第３子以降の

場合には１人当たり１０万円を支給します。 

  子どもと子育て世帯を支援する事業の継続性を確保するため、こども子育て応援

基金を創設します。 

  全ての妊婦が安心して定期的な健診を受けられる環境をさらに整備するために、

妊婦健康診査費の助成額を１人当たり８万円から１１万１，０００円に増額します。 

  また、助成方法を補助券方式から受診券方式に切り替え、利便性向上を図ります。 

  町立開成幼稚園においては、令和７年度に拡充した預かり保育事業を、冬休み・

春休みの長期期間中も実施することとし、通年で利用が可能な体制を整えます。 

  また、就園前の子どもを持つ親子の交流や相談の場として、プレ保育事業を新た

に実施します。 

  民間保育所の施設整備を補助し、低年齢児の利用定員を増やします。 

  また、保育士の確保策として、保育士宿舎借り上げ支援事業を新たに実施します。 

  こども誰でも通園制度に対応し、全ての子どもの育ち及び子育て家庭を支援しま

す。 
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  学校教育では、中学校の部活動の地域展開事業を引き続き実施します。計１１部

活を地域展開し、休日の地域展開事業としては完成を見込みます。 

  教職員が使用する校務用端末の更新において、ゼロトラストセキュリティを導入

し、校務系・学習系のネットワークを一元的に利用できる環境を整え、教職員の一

段の業務効率化を図ります。 

  ２、みんなで支え合い、健やかに暮らせるまち。 

  ライフステージに応じた健康づくり、生きがいづくり、地域医療の充実、福祉の

充実などを通じて、全ての町民の健康増進と健康寿命の延伸を図ります。 

  働く世代の健康意識の向上を図ることを目的として、町内事業者を対象に、健康

機器による測定や健康教育を引き続き実施します。 

  予防接種では、母子免疫ＲＳウイルスワクチンが新たに定期接種化されます。 

  食育においては、吉田島高校との連携事業を引き続き実施します。また、災害時

の食事の際にも役立つパッククッキング講座を新たに実施します。 

  高齢者向けの健康事業においては、受診者の利便性の向上を図るため、一部試行

的に集団検診を実施します。 

  高齢者の健康寿命の延伸に向け、生活機能の低下を防ぐ「フレイル予防」を引き

続き推進します。フレイルチェックにより低栄養や要介護リスクがある方を早期に

発見し、専門職らによる集中的な健康指導を実施し、介護予防につなげます。 

  また、自発的な予防活動を促すことで、住み慣れた地域での自立した生活を支援

します。 

  重度障がい者の社会参加を促進するため、施設通所交通費補助事業を創設し、障

がい福祉サービス事業所へ通所する際の交通費の一部を補助します。 

  あわせて、既存の福祉タクシー利用助成事業についても、これまでの初乗り運賃

方式から金券方式に変更し、障がい者などの移動支援をより充実させます。 

  ３、誰もが自分らしく輝くまち。 

  誰もが生涯にわたって文化・芸術やスポーツなどに親しめるまちづくりを進めま

す。 

  生涯学習では、地域の人材を活用しながら、生涯学習講座、はじめての３歳児講

座など各種講座を開催します。 

  町民センター３階の放送室スペースに試行的に設置した学習室にＷｉ－Ｆｉなど

を追加で整備し、本格稼働させます。 

  今後も、町民の学習環境の整備を進め、質の向上を目指します。 

  検定料の補助については、英語能力の検定試験、漢字検定及び数学検定に対する

補助を引き続き行います。 

  図書室では、図書に親しむ機会をさらに創出し、読書習慣を身につけてもらうた

め、蔵書の充実を図ることはもちろんのこと、図書室での貸出時に図書を持ち帰る

ためのライブラリーバッグを未就学児に引き続き配付します。 

  スポーツ分野では、施設利用者の利便性向上を図るため、施設予約システムを構
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築します。マラソン大会出場補助金については、これまで小中学生としていた対象

者に新たに大人も追加し、全世代の運動促進を図ります。 

  ４、人のつながりでつくる安全・安心なまち。 

  町民同士が助け合い、支え合うことで、災害に強く、地域で安心して暮らせる地

域防災力が強いまちづくりを進めます。 

  避難所としても利用される地域集会施設において、ＬＥＤ化工事を引き続き実施

します。 

  令和８年度中に全ての地域集会施設におけるＬＥＤ化の完了を目指します。 

  松ノ木河原多目的広場は、大規模災害時に車中泊避難場所や物資の集積場所など

として活用できる防災広場として、引き続き整備を進めます。 

  令和８年度は第２期工事として、広場の一部を舗装し、平時に消防団の訓練など

で活用できるよう整備します。 

  町民の自助力の向上を図るため、災害時非常用持ち出し袋の購入補助を行います。 

  また、子どもや外国人でも内容を理解しやすい、やさしい日本語版の防災ガイド

を作成します。 

  犯罪の未然防止や事件、事故等の早期解決を図るため、新たに防犯カメラを２基

設置します。 

  ５、恵み豊かな環境を未来につなぐまち。 

  近年、甚大な被害をもたらし、自然災害が地球規模で発生し、国内でも猛暑や集

中豪雨などの異常気象が頻発しています。 

  その一因とされる地球温暖化に対して、温室効果ガスの削減やエネルギーの地産

地消を進めます。 

  そして引き続き、町内の豊かな自然環境を維持し、環境美化を進め、清潔で美し

いまちづくりを推進します。 

  ２０５０年までに二酸化炭素の排出量実質ゼロを実現することを目的に創設した

「開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度」については、令和８年度が国の重点対

策加速化事業を活用する補助事業の最終年度となります。ゼロカーボンシティ創成

パートナー企業と連携し、町民や中小企業等を対象とした補助制度の活用を促進し

ます。 

  また、町の率先行動として開成南小学校及び文命中学校の屋上に太陽光発電設備

を設置します。 

  きれいで美しいまちづくりのため、町と町民、事業者、各種団体などが連携した、

地域の環境美化運動として、「かいせいクリーンデー」を引き続き実施し、環境美

化の啓発に努めます。 

  ごみ処理にかかる費用及び環境負荷を減らすために、可燃ごみの減量化に取り組

みます。生ごみに含まれる水分量に着目し、電動生ごみ処理機の購入費を補助しま

す。さらに、水切り生ごみ処理袋を有償で頒布します。 

  足柄上地区１市５町が共同で利用する新しい可燃ごみ処理施設については、実施
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設計を行います。 

  ６、利便性が高く、快適な都市空間が整ったまち。 

  引き続き、道路、河川・水路などを整備し、安全で安心なまちづくりを進めます。 

  また、せせらぎや水辺、緑地や農地など本町ならではの地域資源の維持と、快適

な住環境や交通等の利便性が両立した町を目指します。 

  駅前通り線周辺地区土地区画整理事業は、地権者に対する補償を引き続き行うと

ともに、造成工事を行います。また、駅前通り線とみなみ地区をつなぐ仙了川にか

かる新橋を建設します。 

  足柄産業集積ビレッジ構想については、事業の実現に向けた地権者との合意形成

を図るために説明会を実施し、企業誘致のための活動を行います。 

  南部第３地区では、地権者との合意形成に向けた説明会を実施し、計画の策定等

を行います。 

  町道については、計画的な修繕、狭あい道路の拡幅など、町民に身近な生活道路

の整備や計画的な維持管理に取り組みます。 

  榎本地区の町道２０４号線の拡幅工事を実施します。また、町道舗装維持整備計

画や自治会要望に基づき、順次、舗装補修を進めます。 

  水路についても、設備更新や土砂浚渫等により適切に管理し、水を適正に流すこ

とで、災害を未然に防ぎます。 

  公園については、トイレの洋式化を順次行うとともに、松ノ木河原第１公園及び、

水辺スポーツ公園にインクルーシブ遊具を新たに設置します。 

  上水道については、安全・安心な水道水を安定して供給できるよう、第２水源地

取水ポンプの更新工事を行うなど、計画的に水道施設の改修を進めます。 

  下水道については、汚水処理整備計画のアクションプランに基づき、環境衛生の

向上と水路の水質保全のため、未整備区間の整備を進めます。 

  計画的なまちづくりを通じた居住環境の整備を踏まえ、開成町での暮らしに興味

関心を持つ方とのマッチングを図るなど、移住定住施策を展開します。 

  ７、活力あふれる産業と地域の魅力を生かしたにぎわいのあるまち。 

  産業の維持・発展や関係人口・交流人口の増加に向けて、地域経済の活性化や産

業の担い手育成、開成町の地域資源を活用した観光の充実に取り組みます。 

  農業に従事する人材を確保するため、農業に興味を持つ町民に耕作体験をしても

らうふれあい農園事業を引き続き実施するとともに、遊休農地を的確に把握し、営

農を希望する担い手とのマッチングを進めます。 

  農とみどりの整備事業を活用し、農道や農業用水路を適切に維持管理します。 

  観光事業においては、開成町の三大イベントである「開成町あじさいまつり」「開

成町納涼まつり」「開成町阿波おどり」を中心に、にぎわいの創出、関係人口と交

流人口の増加及び地域経済の活性化を図ります。 

  また、町農産物の魅力をより多くの観光客に知っていただくことを目的とする、

収穫体験などを含む着地型観光ツアーやインバウンドツアーの受入れなどを通じて、
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観光振興を図ります。 

  将来都市像の実現に向けた行政経営。 

  第六次開成町総合計画前期基本計画に掲げる事業を着実に実行するために、協働

や公民連携、そして広域連携を引き続き推進し、業務や行政サービスにおけるデジ

タル化を通じたＤＸにも積極的にチャレンジしていきます。 

  田舎モダンのまち・開成町の魅力をより多くの方に知っていただき、知名度を上

げ、移住・定住を促進するとともに、シビックプライドを高めるために、広報・広

聴事業にも一層注力していきます。 

  さらに、業務の一層の効率化と高度化を図るために、役場組織の最適化と生産性

向上、人材の確保と育成に努めます。 

  そして引き続き、財政の健全性と町の持続可能性を高めるための投資の両立を図

ります。 

  具体的には、行政サービスのデジタル化などを通じた自治体ＤＸについては、公

共施設の一部において、予約システムを構築し、ＰＣやスマホから施設を予約でき

る環境を整えます。都市計画基本図の修正に合わせて３Ｄ都市モデルデータを作成

し、このユースケースとして浸水想定区域における避難シミュレーションの作成を

行います。また、電子契約を新たに導入し、契約事務の電子化により、事業者・町

双方の利便性向上を図ります。 

  人材育成においては、引き続き、主体的・計画的に能力開発に取り組む機運を醸

成するとともに、より働きやすい職場を目指します。 

  持続可能な財政運営のための財源確保策として、ふるさと納税をこれまで以上に

推進します。既存返礼品のＰＲをさらに強化し、新規返礼品の開発にもチャレンジ

していきます。開成町の知名度の向上につなげ、リピーターの増加などを通じて、

政策的経費に充当可能な財源の確保に努めます。 

  また、企業版ふるさと納税にも引き続き注力し、まちづくりのパートナーの増加

や定着を通じて、より意義のある公民連携の実現を目指していきます。 

  協働については、開成町協働推進計画にのっとり、各種公益団体等の皆様のお力

をお借りし、ＡＬＬかいせいで課題の克服と事業の推進を図っていきます。 

  パブリックマインドをお持ちいただき、公共サービスの一端を担っていただいて

いる団体の皆様には、日頃の御理解と御協力に感謝しつつ、今後もなお一層のお力

添えをいただきたく、よろしくお願いいたします。町としても、その活動を引き続

き支援してまいります。 

  町民各位におかれましては、我が町の今と、未来を自分事として捉えていただき

たく、積極的にまちづくりに御参加いただきたく、よろしくお願いいたします。 

  公民連携については、コロナ禍を経て人々の価値観、すなわち働き方や学び方、

さらには生き方そのものの多様化が加速する中、同様に多様化かつ複雑化する町民

の皆様のニーズに応えていくためには、民間事業者との連携が不可欠です。 

  今後も、様々な分野での協定締結に留まらず、民間事業者と実質的に効果や意義
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のある関係性の構築と事業の推進に努めてまいります。 

  開成町は、町制施行７１年目を迎える今日もなお発展を続ける恵まれた環境にあ

ります。 

  小田急線開成駅に快速急行が停まるようになり、民間の研究機関、「人口戦略会

議」の分類によれば、全国６５の自立持続可能性自治体の１つとされ、「住み続け

たいまち」などの民間のアンケートでは上位にランクされております。 

  これもひとえに、先人の皆様の御英断と御尽力、そして民間企業から投資をいた

だいたことのおかげと感謝申し上げると同時に、現状に甘んじることなく、町の持

続可能性を高め、たゆまぬ発展につなげていくことが、今を生きている我々の未来

の開成町と開成町民に対して果たすべき使命であると認識しております。 

  社会環境の変化は早く、そして激しいものがあります。スマホやＳＮＳは僅かこ

こ１５年の間に急速に普及し、今や我々の生活に欠かせぬものとなりました。 

  ＡＩに至っては、人類の歴史上何よりも早い驚異的なスピードで進化し、普及し

ています。 

  我が国の人口に関しては、少子高齢化が想定以上のペースで進行中であると同時

に、非婚化・晩婚化が急速に進んでいます。 

  高齢化率の上昇が確実である一方で、出生数の減少や出生率の低下は、まだ底が

見えないと見るのが妥当だと思われます。 

  行政運営においては、これらの変化に柔軟にかつ機敏に対応することが求められ

ています。 

  変化を続ける社会環境に対して、前例踏襲に陥ることなく、未来志向でチャレン

ジしていくことが求められています。 

  職員一同、時代のニーズに応え、町民の皆様の幸せと開成町のたゆまぬ発展のた

めに、そして第六次開成町総合計画に掲げる将来都市像「人と地域が輝き、笑顔と

躍動感あふれるまち・開成」及び将来目標人口２万人を実現するために、誠心誠意、

職責を果たす所存です。 

  新年度の施策を進めるにあたり、議会の皆様には御理解と倍旧のお力添えを賜り

ますよう、何とぞよろしくお願い申し上げます。 

  以上で、令和８年度開成町当初予算案の御説明並びに町政運営に対する所信の表

明とさせていただきます。よろしく御審議くださいますようお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  町長による説明が終了いたしました。 

  細部説明に入りますが、三役の方の出席は結構です。 

  暫時休憩といたします。再開を９時４５分とします。 

  町長。 

○町長（山神 裕） 

  １つ訂正をさせていただきます。 

○議長（山本研一） 
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  はい、どうぞ。 

○町長（山神 裕） 

  水道事業会計、ページが３ページです。水道事業会計について前年度比３，４１

４万３，０００円増のところ、私が減と言ってしまったようで、正しくは増であり

ますので、訂正並びに御確認をお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  議員の皆さんよろしいですか。 

 （「異議なし」という者多数） 

○議長（山本研一） 

  それでは暫時休憩といたします。 

  再開は先ほど申し上げましたように９時４５分といたします。 

午前９時３３分 

○議長（山本研一） 

  再開いたします。 

午前９時４５分 

○議長（山本研一） 

  令和８年度当初予算について、一般会計から特別会計及び企業会計までの説明を

順次、担当課長に求めます。 

  よって、町三役は出席しておりませんので、御承知おきください。 

  では直ちに日程に入ります。 

  説明員の方は、資料のファイルナンバー、資料名、ページ数を示しながらゆっく

り説明をお願いします。 

  これより議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算についての細部説明を順

次、担当課長に求めます。細部説明は、着座にて説明いただいて結構です。 

  財務課長。 

○財務課長（高島大明） 

  それでは、議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算について、御説明いた

します。ファイルは２１、議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算です。資

料については、２ページを御覧ください。 

  第１表 歳入歳出予算です。 

  歳入は、１款町税から４ページの２１款町債まで、歳出は、資料５ページの１款

議会費から６ページ１３款予備費まで、歳入歳出ともに総額８５億３，０００万円

の予算額となっております。 

  続いて、資料は７ページを御覧ください。第２表 債務負担行為です。令和８年

度当初で６件を設定させていただいております。 

  上段から事項、開成町土地開発公社に係る債務保証、期間、令和８年度、限度額

５億円。 

  次に、事項、議会ウェブサイト作成業務委託料、期間、令和８年度から令和１３
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年度まで、限度額６５０万円。 

  次に、事項、土地・家屋台帳管理システムサーバーリース料、期間、令和９年度

から令和１３年度まで、限度額２３４万９，０００円。 

  次に、事項、戸籍総合システムクラウドサービス使用料、期間、令和９年度から

令和１３年度まで、限度額３，４１３万３，０００円。 

  次に、事項、戸籍総合システム端末等賃借料、期間、令和９年度から令和１３年

度まで、限度額８９０万６，０００円。 

  次に、事項、庁内ネットワークシステム機器賃借料、期間、令和９年度から令和

１３年度まで、限度額４，５５５万４，０００円。 

  続いて資料は８ページを御覧ください。第３表 地方債です。 

  令和８年度当初予算では、６件となります。 

  上段から起債の目的、地域集会施設ＬＥＤ化事業債、限度額１，２００万円。 

  次に、起債の目的、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債、限度額３億５，９

００万円。 

  次に、起債の目的、町道維持管理事業債、限度額１，８００万円。 

  次に、起債の目的、防災公園整備事業債、限度額３６０万円。 

  次に、起債の目的、防災行政無線等整備事業債、限度額１９０万円。 

  次に、起債の目的、ＩＣＴ備品整備事業債、限度額９，０００万円、合計で４億

８，４５０万円です。 

  起債の方法、利率、償還の方法については、記載のとおりです。 

  続いて、一般会計予算の詳細説明に移ります。 

  説明は歳入歳出予算事項別明細書にて順次、御説明いたします。なお、説明に際

しましては、新規事業、重点事業などを中心に簡潔に御説明させていただきたいと

思いますので、御了承くださいますようお願いいたします。 

  それでは、資料は１２ページを御覧ください。歳入になります。 

○税務窓口課長（遠藤直紀） 

  それでは１２ページの町税の御説明をさせていただきます。ファイルナンバー２

０、当初予算附属資料の①町税等当初予算額一覧を併せて御覧ください。 

  まず、町税全体の見込みでございますが、町税総額につきましては、前年度より

１０４万１，０００円減の３３億６，９１１万６，０００円を見込んでおります。 

  それでは、１款町税、１項町民税、１目個人から御説明いたします。 

  個人町民税につきましては、景気の回復傾向などもあり、賃金等の上昇や納税義

務者数の増により、前年度より５，２７６万８，０００円増の１２億８，４３４万

円を見込んでおります。前年度比４．３％の増となります。 

  続きまして、２目法人です。法人町民税につきましては、主要な法人への訪問や

聞き取りを実施しています。その中で、関税や原材料価格の高騰など、一定程度の

影響はあるものの、各企業において想定内と捉えており、それほど大きな影響はな

いと見ています。 
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  また、最大手法人につきましては、前年度は還付により大きく税収が減る見込み

でございますが、こちらは単年度で終了するとのことであり、業績自体は良好であ

ると見込んでおります。 

  法人町民税全体では、企業業績の変動を受け、前年度より８，３５０万３，００

０円減の４億９００万７，０００円を見込んでおります。前年度比１７％の減とな

ります。 

  続きまして、１３ページの２項固定資産税です。固定資産税のうち、土地につい

ては、市街化農地の負担調整、家屋については、新築家屋棟数の増などによりまし

て、固定資産税全体では前年度より３，０５７万５，０００円増の１４億９，９２

２万７，０００円を見込んでおります。前年度比２．１％の増となります。 

  続きまして、３項軽自動車税です。軽自動車税のうち、環境性能割につきまして

は、令和８年度地方税制改正により、本年３月３１日をもって制度が廃止されるこ

とから、大幅な減収となる見込みと見込んでおります。 

  種別割につきましては、登録台数が依然増加傾向にあることから、増収を見込み、

軽自動車税全体では前年度より１１万９，０００円増の５，０５４万２，０００円

を見込んでおります。前年度比０．２％の増となります。 

  続きまして、１４ページの４項町たばこ税です。近年は健康志向から、喫煙率は

減少傾向にあり、本町においても販売本数が減少傾向にあることから、前年度より

１００万円減の１億２，６００万円を見込んでおります。前年度比０．８％の減と

なります。 

○財務課長（高島大明） 

  次に資料は飛びまして１７ページの上段になります。１０款地方交付税です。細

節は特別交付税１億６，０００万円及び普通交付税１１億円です。前年度比で特別

交付税は１億３，０００万円の増、普通交付税は５億円の増となっております。 

  令和７年度の法人町民税の減収により基準財政収入額が大きく減となること。国

勢調査結果における人口増、物価、賃金高騰の影響及び職員給与費の増等に伴い、

基準財政需要額が増となることから、普通交付税の増額を見込んでおります。 

  また、令和７年度の町税の減収に伴い、普通交付税で補填し切れない分の措置の

ため、特別交付税についても増額を見込んでおります。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  続いて１９ページを御覧ください。１３款使用料及び手数料、１項使用料、７目

教育使用料、３節幼稚園使用料、細節３預かり保育料です。開成幼稚園預かり保育

の保育料でございます。令和８年度は、預かり日数や預かり時間をさらに拡充しま

す。これに伴いまして預かり保育料の歳入増を見込んでいるところでございます。 

  次に２８ページから２９ページにかけてを御覧ください。こちらは新規の歳入に

なります。１５款県支出金、２項県補助金、６目教育費県補助金、１節小学校費補

助金、細節１給食費負担軽減交付金、本年４月から全国の公立小学校で給食費の抜

本的負担軽減、いわゆる実質無償化が開始をされます。児童１人当たり月額５，２
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００円を上限に、国と都道府県が費用を支援し、所得制限は設けません。 

  また費用負担の考え方は、国県で必要経費を折半とし、補助金として町に交付さ

れるものでございます。 

○財務課長（高島大明） 

  次に資料は３１ページを御覧ください。下段の１７款寄附金になります。１項寄

附金、１目一般寄附金、ふるさと応援寄附金３億円です。 

  自治体を応援していただくふるさと納税制度による寄附金について、令和７年度

の実績を踏まえ、前年度当初から１億２，０００万円増の３億円を見込んでおりま

す。引き続きＰＲの強化、返礼品のさらなる充実を図ることなどにより、寄附金の

増額に努めてまいります。 

  次に、資料は飛びまして３８ページを御覧ください。２１款町債になります。先

ほどの第３表 地方債にて、御説明したとおり、町債は、地域集会施設ＬＥＤ化事

業債、駅前通り線周辺地区土地区画整理事業債、町道維持管理事業債、防災公園整

備事業債、防災行政無線等整備事業債、ＩＣＴ備品整備事業債の６件となります。 

  町債全体で前年度比６，１５０万円の減、４億８，４５０万円を見込んでいます。 

  続きまして、歳出に移らせていただきます。 

  まず最初に、各会計にわたる人件費について、総務課長より御説明いたします。 

○参事兼総務課長（山口哲也） 

  それでは歳出の詳細説明に先立ちまして、各会計及び各費目全体にわたる人件費

について御説明申し上げます。 

  ファイルナンバー２０、当初予算案附属資料に、職員人件費一覧を御覧ください。 

  各会計の令和８年度当初予算における職員人件費一覧です。 

  まずは（１）会計年度任用職員以外の職員について御説明いたします。 

  令和８年度当初予算計上の職員数は、特別職を除き１３２名、これに再任用短時

間職員９名を加え、計１４１名を見込んでおります。前年度から２名増としていま

す。 

  会計ごとの職員数の内訳につきましては、資料記載のとおりで、一般会計では、

特別職を除き、一般職１１７名と再任用短時間職員９名、合計１２６名、国民健康

保険特別会計では、一般職２名、介護保険事業特別会計では一般職２名、土地区画

整理事業特別会計では一般職３名、水道事業会計では一般職４名、下水道事業会計

では一般職４名をそれぞれ見込んでおり、前年度当初予算比較では同数となってお

ります。 

  資料の最下段の合計欄を御覧ください。 

  特別職給与が前年度比３９７万１，０００円の減となっておりますが、これは地

域手当を支給しないといったことによるものであります。昨日御審議いただきまし

た条例改正による町長の減額はこの表には反映されておりません。 

  一般職給料では、３，７５１万９，０００円の増、これは職員数の増や人事院勧

告に基づく給与改定や昇給等によるものです。一般職職員手当等の２，１７１万１，
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０００円の増です。こちらも昇級や人事院勧告による期末勤勉手当の改定によるも

のです。 

  退職手当組合の一般負担金の７１０万８，０００円の増としておりますのは、令

和８年度末退職予定者を１名増と見込むためです。 

  共済費につきましては、１，１５６万１，０００円増額しておりますが、給料等

の増額等を加味した結果となっております。 

  全会計を合計した職員人件費は、前年度当初予算比較で７，３９２万３，０００

円の増で、１２億８，２６９万７，０００円と見込んでおります。 

  次は２ページ目、会計年度任用職員欄を御覧ください。各会計科目ごとの増減が

一目できるよう事業費ごとに整理したものになっております。 

  左から３番目の列、報酬欄の計を御覧ください。令和８年度当初予算計上額は、

１億８，５６７万１，０００円、前年度比では３２７万８，０００円の減としてお

ります。 

  その右側の列、職員手当の欄の計でも、令和８年度当初予算では、前年度比１６

６万５，０００円の減と５，１０３万９，０００円を計上いたしました。いずれも

令和７年度当初予算では、複数の専門員等を予算計上していたことから、これらが

減となるものです。 

  会計ごとの人数につきましては、一般会計が１４５名、国民健康保険特別会計が

１０名、介護保険事業特別会計が１６名、後期高齢者医療事業特別会計が１人、水

道事業会計が２名の計１７４名を見込んでおります。 

  以上をもちまして、人件費全体の御説明とさせていただきます。なお、本説明に

より、各会計での職員に係る給与費、会計年度任用職員の報酬等に関する説明は省

略をさせていただきますので御了承ください。 

  それでは、歳出の詳細説明に戻ります。予算書４０ページをお開きください。 

  中段からやや下段、職員研修事業費です。令和８年度は、職員の接遇力の現状を

把握するため、接遇力覆面診断を行います。窓口や電話対応の現状や課題を知り、

さらなる改善につなげていくものです。また、一般財団法人地域活性化センターと

連携し、各種研修事業を進めてまいります。 

○参事兼企画政策課長（岩本浩二） 

  続いて、４８ページをお願いいたします。４８ページ、一番上の列６目企画費、

事業名、シティプロモーション推進事業費１５９万８，０００円になります。 

  町の魅力を効果的に発信し、「地域ブランドの向上」、「交流人口・移住定住者

の増加」、「地域経済の活性化」を図り、町民のまちへの愛着と誇りを育み、持続

可能な地域発展を図ってまいります。 

  令和８年度の主な取組として、プロモーション活動の実施としての県内のイベン

ト参加、町の魅力を発信するためのプロモーションイベントの実施、あじさいちゃ

んの運用、シティプロモーションアカウントを活用したＳＮＳの運用等を取り組ん

でまいります。 
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  １つ飛ばしまして、事業名、移住定住促進事業費１１６万１，０００円でござい

ます。 

  在宅ワークの定着などを背景に、都市部から離れた地域への移住の関心がより一

層高まっており、都市部までのほどよい距離感と自然豊かな環境を生かして、移住・

定住施策を展開してまいります。 

  令和８年度の主な取組といたしまして、移住定住ポータルサイトの運営、町民公

益団体との連携による移住お試しツアーの開催、県内以外の移住イベントへの出展、

県西移住イベントの参加や、移住コンシェルジュとの連携による移住相談等を実施

してまいります。 

○税務窓口課長（遠藤直紀） 

  続きまして、５１ページ中段になります。８目電算管理費、戸籍システム管理費

１，１７１万５，０００円です。こちらは、戸籍システムの運用や改修に要する経

費になります。 

  戸籍システムの更新や経過措置の対応として、前年度から一部見送りをしている、

標準化・共通化に係る改修業務委託などを実施するものでございます。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  続きまして資料５３ページを御覧ください。５３ページ一番下の協働推進費、コ

ミュニティ施設管理費３，０３４万１，０００円でございます。こちらは地域活動

の拠点である地域集会施設の修繕等に係る経費でございますが、令和７年度に引き

続き、地域集会施設６か所のＬＥＤ化工事を行います。また、河原町公会堂のエア

コン交換工事及び榎本公会堂の外壁等塗装工事を実施いたします。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  続きまして、資料６６ページまでお願いします。６６ページです。６６ページ、

最上段です。障がい者福祉推進事業費です。 

  重度障がい者の福祉を推進する観点から、町の施策として単独で実施しておりま

す、自動車燃料費助成を引き続き実施するとともに、福祉タクシー券を金券方式に

することで柔軟な活用ができるように改めて実施してまいります。 

  また新たに施設通所する際の交通費の一部助成を開始し、障がいのある方の移動

を総合的に支援してまいります。 

  同じページの最下段になります。福祉会館運営事業費です。指定管理により管理

している福祉会館を適切に維持管理するものです。 

  令和８年度は、消防設備複合受信機更新工事といたしまして、動作が不安定とな

っております防火シャッター等の制御装置を新たなものに交換する工事を実施いた

します。 

○こども課長（奥津亮一） 

  続きましてページは６８ページをお願いいたします。６８ページ、２項児童福祉

費、１目児童福祉総務費、一番上の段の子育て世帯支援事業費１，８５８万７，０

００円でございます。 
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  こちらは町独自の子育て世帯を支援する事業費で、前年度より１，８５１万３，

０００円の増額となっております。 

  新たな取組といたしまして、次世代を担う子どもの誕生を祝福し、健全な育成を

支援する、出生祝金を８２５万円、子ども政策に資する事業の財源を目的に新設し

たこども子育て応援基金への積立金を１，０００万円計上し、子育て世帯への支援

を拡充してまいります。 

  続いて、一番下の段の保育所入所児童等給付関係費６億４，５９９万円です。こ

ちらは保育所等の入所児童に係る経費で、前年度より５，３１０万９，０００円の

増額となっております。 

  令和８年度においては、現在も高い保育ニーズに対して、定員増を目的とした町

内認可保育園の分園を開設するとともに、その分園の一室でこども誰でも通園制度

を実施してまいります。 

  ページ６９ページをお願いいたします。 

  一番上の段の民間保育所等運営支援事業費４，１３６万１，０００円です。こち

らは民間保育所等が行う通常保育以外の延長保育や一時預かりなどの地域・子ども

子育て支援事業、その他、保育の環境整備等を補完することで保育の質の向上を図

るための経費で、前年度より９，８４１万６，０００円の減額となっております。 

  その減額の要因といたしましては、令和７年度に計上しておりました、保育施設

整備費の減額によるものでございます。 

  また、令和８年度におきましては、全国的に課題となっております、保育士の確

保対策として、新たに宿舎借上支援事業を開始し、保育士の確保に努めてまいりま

す。 

  続いて、２目母子福祉費、下から３段目の児童虐待防止対策関係費３２０万６，

０００円でございます。 

  こちらは前年度までの要保護児童対策地域協議会関係費の事業名を変更するとと

もに、母子福祉事務費に計上しておりました児童虐待防止対策経費である報償費の

一部とデータ連携による支援事業委託料を移設したことにより、前年度より３１４

万８，０００円の増額となっております。 

  続いてその下の段の家庭支援事業費１６５万円です。こちらは、令和７年度から

実施しております産後ヘルパー派遣事業に係る経費でございます。事業は昨年９月

から実施しており、本年１月末時点で１３名の方が延べ４６回利用されております。 

  これまでの利用実績などから、前年度より２８４万円の減額となっております。 

○保険健康課長（土井直美） 

  続きまして、衛生費、ページは７１ページになります。７１ページ、上から２段

目、食育推進事業費になります。 

  令和８年度も昨年度に引き続き、吉田島高校と連携した食育推進事業において、

高校生が作ったお弁当を販売するための材料費負担金を計上しています。 

  また、食生活改善推進員の委託事業として、災害時の調理法として注目されてい
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る、パッククッキング講座を開催します。 

  その下、地域医療体制推進事業費、足柄歯科医師会負担金のうち、難症例で、近

隣歯科診療所では受診困難な要介護者や高齢者が、歯科医師会保健センター内で診

療を受けることができる事業として、要介護高齢者歯科事業負担金１４万円を新規

に計上しております。 

  続きまして、次のページ、７２ページ、上から２段目、災害時救急医療資材等整

備事業費、消耗品のうち、災害時の避難所物品として肌を出さずに授乳ができる女

性用授乳服２５セット分、３２万８，３００円を新たに購入します。 

  続いて、７３ページの一番上、予防接種事業費、令和８年度からＲＳウイルスワ

クチンが定期接種化されることに伴う接種委託料を計上しております。１６０件分

を見込んでおります。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  続きまして、同じページ中段になります。一体的保健事業費です。高齢者の疾病、

重症化予防などを図り、町民の健康寿命を延ばすため、サポーターの養成や御協力

をいただきながら、フレイル予防事業を引き続き実施してまいります。 

○こども課長（奥津亮一） 

  続きまして、ページは７４ページをお願いいたします。３目母子保健費、上から

２段目の母子健康診査事業費２，３４９万３，０００円でございます。こちらは妊

産婦や乳幼児の健康診査などに係る経費で、前年度より３７３万７，０００円の増

額となってございます。 

  令和８年度におきましては、妊産婦健康診査の公費負担額を拡充するとともに、

補助方法も補助券方式から受診券方式に変更し、さらなる妊産婦の負担軽減や利便

性向上などを図ってまいります。 

○環境課長（高橋清一） 

  続いてページは、７５ページになります。７５ページ、下から２段目、４款衛生

費、２項環境衛生費、１目環境衛生費事業は、ゼロカーボンシティ創成事業費１億

１，５２３万８，０００円でございます。２０５０年までに温室効果ガスの排出を

実質ゼロとするため、引き続き、開成町ゼロカーボンシティ創成補助制度を推進し

てまいります。 

  令和８年度は、町民や中小企業向けの各種補助金のほか、開成南小学校及び文命

中学校に太陽光発電設備を導入するＰＰＡ事業者への補助を行ってまいります。 

  続きまして、次のページ、７６ページになります。７６ページ一番下から次のペ

ージにまたがるところになります。事業は、ごみ減量化・資源化推進事業費５，８

５０万円です。こちらは主に資源化を行う廃棄物の収集・運搬・処分に係る経費で

すが、ごみ広域化に伴ってごみの減量化、資源化を推進するため、生ごみの水分量

に着目して、水分を取り除く水切りごみ袋の有償頒布や電動生ごみ処理機の購入補

助を行ってまいります。 

  また開成町グリーンリサイクルセンター周辺で、新たな資源化の取組を進めるた
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め、敷地等の公有財産の購入を進めてまいります。 

  続いて、７７ページ上から３段目になります。事業は、ごみ処理広域化推進事業

費１，７１５万８，０００円です。こちらは本町を含む足柄上地区１市５町におい

て、区域内にある可燃ごみ処理施設３施設の機能を集約し、新たな施設を整備しよ

うとするものでございます。 

  令和７年度に新可燃ごみ処理施設の建設・運営事業者の選定を進め、３月下旬に

は本契約の見込みであり、令和８年度には、設計業務などを進めるとともに、不燃

ごみ等の広域処理に向けた検討を進めてまいります。なお、こちらの負担金には、

新可燃ごみ処理施設の建設に伴う南足柄市の過渡期対応に係る負担金も含まれてお

ります。 

○産業振興課長（加藤康智） 

  続きまして、ページは８０ページになります。５款農林水産業費、１項農業費、

３目農業振興費の８０ページの上から１つ目の事業費、農業活性化推進事業費９４

万５，０００円になります。地域農業を支える担い手育成と経済的支援及び農業支

援に関わる経費となります。令和８年度につきましては、あじさいちゃんをプリン

トした米袋を作成し、個人農家への販売、ふるさと納税返礼品へのごみ袋に使用し、

町のＰＲを行っていきたいと思っております。 

  続きまして、ページは８１ページになります。６款商工費、１項商工費、２目商

工振興費、８１ページの上から３行目の事業、商工振興支援事業費４３８万５，０

００円になります。商工振興のため開成町商工振興会及び足柄上商工会への活動支

援の経費となります。 

  また令和８年度は、商工振興事業基金を取り崩し、町商工振興のために活用いた

します。 

  続きまして、ページは８２ページ、３目観光費になります。上から２つ目の事業、

観光対策推進事業を１，０４５万３，０００円になります。 

  町のイベント、「あじさいまつり」、「納涼まつり」、「阿波おどり」を開催す

るための補助金となりますが、令和８年度は、災害時相互応援に関する協定先の北

海道幕別町との交流事業に関する経費がプラスになっております。 

○都市整備課長（井上 昇） 

  ８３ページ、一番下、町道維持管理事業費６，４９２万９，０００円です。 

  こちらは、町道の維持管理のため、町道２００号線の舗装打換えや、自治会要望

等で要望のあった町道の修繕等を行うものです。詳しい場所につきましては、ファ

イルナンバー２０、当初予算補足資料③使用箇所図を後ほど御覧いただければと思

います。 

  続きまして、８４ページ中段、事業名、橋りょう維持管理事業費２，８６０万４，

０００円です。こちらは、橋りょうの法定点検の実施と、点検結果による補修工事

を行うものです。本年度は吉田橋の修繕を行うものです。 

○都市計画課長（柏木克紀） 
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  続きまして、７款土木費、２項道路橋りょう費、３目橋りょう整備費、橋りょう

整備事業費８，９５７万１，０００円、１４節工事請負費、説明欄、仙了川新設橋

りょう工事費８，７５７万１，０００円です。 

  こちらは令和６年度に行いました橋りょう設計に基づき、平成２７年に完了しま

した開成町みなみ地区土地区画整理事業と、現在施工中でございます開成駅前通り

線土地区画整理事業でつながる、都市計画道路、駅前通り線をつなぐ仙了川に架け

る橋の橋台の工事を実施するものでございます。 

  続いて次ページ、４項都市計画費、１目都市計画総務費、１２節委託料８，８７

８万９，０００円、内訳といたしまして、次ページ、上から３段目、都市計画推進

事業費２，５０９万１，０００円、こちらにつきましては、都市計画法第６条に基

づき、おおむね５年ごとに都市計画の企画立案及び都市計画の運用に資するため、

土地利用の状況、建物の状況などについて調査し、都市の状況及び動向を把握する

ために実施します。 

  都市計画基本図の修正、また、国土交通省が進めております３Ｄ都市モデルの整

備を行い、浸水想定区域における避難シミュレーションの作成を行うなど、都市計

画基本図修正等業務委託料として１，４９８万１，０００円と、駅前通り線周辺地

区土地区画整理事業の進捗に合わせ、開成駅周辺地区における地区計画の見直しを

行う都市計画変更業務委託料１，０１０万９，０００円の合計となります。 

  その下、産業集積促進事業費３，２９９万１，０００円、こちらは南足柄市とと

もに進めております、足柄産業集積ビレッジ構想について、宮台北地区の事業化に

向け、合意形成事業を推進するもので、４年間の債務負担の２年目となる事業とな

ります。 

  またその下、南部第３地区土地区画整理事業推進業務委託料３，１６０万円、こ

ちらは新市街地の実現に向けた地権者合意形成のための説明会や権利調査、事業シ

ミュレーションなどを行う事業の合計となります。 

  続きまして、８７ページを御覧ください。７款土木費、４項都市計画費、３目公

園費、公園維持管理事業費３，２９３万５，０００円となります。 

  １４節工事請負費といたしまして、６０５万４，０００円を計上させていただい

ております。こちらは代表的なものといたしまして、みなみ中央公園などみなみ地

区の公園に設置しておりますソーラー灯全７基を修繕する工事１７９万３，０００

円と、令和７年１２月に策定いたしました、公園トイレリフレッシュ計画に基づき、

令和８年度は開成駅前公園のトイレ洋式化工事を行う７８万１，０００円と、松ノ

木河原公園にインクルーシブ遊具を新設する工事２５３万円の合計となっておりま

す。 

○参事兼地域防災課長（小玉直樹） 

  続きまして、資料は９０ページを御覧ください。９０ページ下から３つ目の地域

防災力強化事業費１２０万６，０００円でございます。防災講座や地域防災リーダ

ー養成講座の開催をはじめ、自助の取組を推進するため、新たに災害時の非常用持
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出し袋の購入費用の一部を補助いたします。 

  続きまして９１ページです。上から２段目の災害対策推進事業費１，４２８万７，

０００円でございます。こちらにつきましては、災害時に必要な食糧や資機材を計

画的に整備更新するほか、松ノ木河原多目的広場の一部を舗装し、平時に消防団等

の訓練で活用できるよう整備いたします。 

  また、子どもや外国人などでも内容を理解しやすい、やさしい日本語版の防災ガ

イドを新たに作成するほか、水害時の町内水路の危険箇所の周知や、水害発生時の

初動行動を促すため、浸水想定区域や避難場所等を示した洪水内水ハザードマップ

を作成するものでございます。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  続いて９４ページを御覧ください。９款教育費、１項教育総務費、２目事務局費、

説明欄、ＩＣＴ教育推進事業費、町内の教職員が使用する校務パソコンについて、

国が推進するＧＩＧＡスクール構想における個別最適な学びと協働的な学びを一体

的に充実させ、主体的、対話的で深い学びを実現するため、その方針に沿い、より

強固なセキュリティと柔軟なアクセスを可能とする機器の整備を行うものでござい

ます。 

  次に９５ページを御覧ください。説明欄、給食事業特別会計繰出金、歳入で御説

明しました小学校に対する給食費負担軽減交付金及び交付金等給食費との差額の町

費負担分、幼稚園、中学校に対する町費負担分を合わせて給食事業特別会計に繰り

出すものでございます。 

  少し飛びまして１０６ページを御覧ください。５項幼稚園費、１目幼稚園管理費、

説明欄、預かり保育事業費、令和７年度に利用要件の撤廃及び実施時期、実施時間

の拡充を試行的に実施した結果、利用者の実績が大幅に増加し、足元の子育て支援

策として成果が出ていると判断し、令和８年度から本格実施をいたします。 

  また、長期休暇、卒園式後にも実施するなど、預かり保育日数を２１５日から２

２５日程度に拡大するなど、質、量ともに充実を図ってまいります。 

  さらに地域の子育て支援拠点として、子育て家庭全体に開かれた場を提供し、親

子が交流できる機会を創出することも公立幼稚園の新たな存在意義と役割であると

の認識から、未就園児を町内に限らず広く募集し、幼稚園での生活を体験してもら

う取組を始めます。これにより開成幼稚園の存在を周知するとともに、就園に向け

たトレーニングになる効果も見込んでおるところでございます。 

○生涯学習課長（田代孝和） 

  続きまして、予算書は１０９ページになります。上から２つ目の枠、生涯学習推

進事業費２５８万９，０００円です。こちらは、地域の人材を活用する生涯学習講

座などの実施や、幼小中家庭教育学級の開催について支援する事業費となっており

ます。 

  また英語、漢字、算数、数学の能力及び学習意欲の向上を図るため、実用英語技

能検定等、４つの英語力に係る検定や、日本漢字能力検定、実用数学技能検定の受
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検者に対する補助事業を引き続き全町民を対象に実施いたします。 

  続きまして、予算書は次のページ１１０ページになります。上から２つ目の事業

費、図書室運営事業費７５０万３，０００円です。こちらは図書室業務を効率的に

運営するための予算であり、蔵書管理システムのパソコンの保守やシステムの運用

支援委託などを実施いたします。 

  令和７年度に町制施行７０周年記念事業の一環で実施した幼児を対象にしたライ

ブラリーバッグ配付事業が利用者に大変好評であり、図書室の新規登録の大幅増に

つながっていることから引き続き実施いたします。これにより、幼いうちから図書

室に通う楽しみや本に触れ知識を得る喜びを自然と身につける環境づくりを行って

いきます。 

  続きまして、予算書は１１２ページになります。一番上の事業費、体育施設等管

理費４１１万３，０００円です。この予算については、金井島緑陰自由運動広場、

学校グラウンドのナイター設備等の維持管理に係る予算です。令和８年度について

は、学校体育館やグラウンドの施設予約システムを導入し、インターネット上で施

設の空き情報の確認や予約等ができるようにし、利用者の利便性を向上させつつ、

利用状況の集計などの管理業務のＤＸ化を図ります。 

○財務課長（高島大明） 

  次に同じページの下の部分になります。１０款公債費です。町債元金償還金は５

億６，７８５万６，０００円、町債償還利子は５，２２２万８，０００円、公債費

全体では、前年度比３，５３８万３，０００円増の６億２，００８万４，０００円

です。 

  次に資料は１１３ページを御覧ください。ページの上のほうですね。１１款諸支

出金、２項基金費、１目財政調整基金費、財政調整基金積立金２億２，５００万円

です。後年度の地方交付税の減収に備えて、財政調整基金への積立てを行うもので

す。 

  次に少し下に飛びまして１３款予備費です。予備費については、７，７２６万８，

０００円を計上しております。 

  続いて資料は１２０ページを御覧ください。こちらは債務負担行為で、翌年度以

降にわたるものについての、前年度末までの支出額、または支出額見込み及び当該

年度以降の支出予定額等に関する調書です。 

  令和８年度当初予算で、第２表で御説明した６件も含めた調書となっておりまし

て、１２０ページ一番上の開成駅東口公共施設等賃借料から資料は１２２ページの

一番下、庁内ネットワークシステム機器賃借料まで３４件の債務負担行為となりま

す。 

  続いて資料は１２３ページを御覧ください。こちらは地方債の前々年度末及び前

年度末における現在高並びに当該年度末における現在高の見込みに関する調書です。

表の一番右側の一番下を御覧ください。 

  当該年度末現在高見込額の合計は、前年度末から８，３３５万６，０００円減の
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７０億９，６１９万円となっております。 

  以上で令和８年度開成町一般会計予算の御説明とさせていただきます。御審議の

ほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第２３号 令和８年度開成町一般会計予算についての説明を終了し

ます。 

  暫時休憩といたします。再開を１０時５０分といたします。 

午前１０時３６分 

○議長（山本研一） 

  再開いたします。 

午前１０時５０分 

○議長（山本研一） 

  議案第２４号 令和８年度開成町国民健康保険特別会計予算についての細部説明

を担当課長に求めます。 

  保険健康課長。 

○保険健康課長（土井直美） 

  それでは、令和８年度開成町国民健康保険特別会計について説明させていただき

ます。ファイル名は、２２、令和８年度開成町国民健康保険特別会計、議案番号２

４号について説明いたします。ページは２ページをお開きください。 

  第１表 歳入歳出予算、歳入でございます。 

  １款国民健康保険税から８款諸収入まで、次の３ページ、歳出でございます。１

款総務費から８款予備費まで、歳入歳出とも合計金額１６億１，４８０万３，００

０円の予算額となっております。 

  次に、歳入歳出予算事項別明細書５ページ、６ページをお開きください。 

  まず、全体的な傾向といたしまして、高齢化により、国保から後期高齢者医療へ

の移行者などの増により、被保険者数の減少傾向が続いています。 

  また、保険給付費の伸びに関しては、令和６年度から若干鈍化が見られたものの、

令和８年度の診療報酬改定率が、人件費上昇や物価高騰に対応するため、これまで

にない引上げ率となったことから、町国民健康保険の給付費も増額して見込んでい

ます。 

  また、昨日お認めいただいた、保険税の税率改正により、税率を引き上げたこと、

子ども・子育て支援納付金の創設により、保険税収入は増となっています。それで

もなお財源が不足する分については、基金取崩しにより財源を補う予算編成となっ

ております。 

  それでは、歳入歳出予算事項別明細書の主な箇所について説明させていただきま

す。５ページをお開きください。 

  ５ページ、総括、歳入、１款国民健康保険税、本年度予算額３億４，９５６万１，

０００円、税率改正及び子ども・子育て支援納付金の創設等により、前年度から５，
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５６７万１，０００円の増、４款県支出金、歳出の給付費等の増に伴い、前年度か

ら２，００６万３，０００円の増、６款繰入金、基金繰入金の減により、前年度よ

り２，２２８万５，０００円の減、これらの要因により、歳入合計の本年度予算額

は前年度より５，３２４万９，０００円の増となっております。 

  続きまして６ページ、歳出、２款保険給付費、本年度予算額１１億４４万１，０

００円、前年度より２，２２４万８，０００円の増、３款国民健康保険事業費納付

金、本年度予算額４億４，６５１万７，０００円、前年度より２，１７６万７，０

００円の増、５款保健事業費２，２９９万６，０００円、前年度より２０６万２，

０００円の減、歳出全体で歳入同様５，３２４万９，０００円の増額予算となって

おります。 

  それでは、詳細を説明いたします。 

  歳入、事業事項別予算書７ページをお開きください。 

  歳入、１款国民健康保険税、被保険者数を２，６３９人、昨年度より１０８人減

で見込んでおります。被保険者数は減少しているものの、税率改正や子ども・子育

て支援金の創設等により、保険税は増となっております。 

  保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分、子ども・子育て支

援金分、それぞれの現年度分の収納率は９６％と見ております。 

  次に、８ページ、４款県支出金、保険給付費等交付金のうち１節の普通交付分は、

歳出予算科目の保険給付費について全額県から交付されるもので、給付費の増に伴

い交付額も増となっております。 

  ２節の特別交付分は、医療費適正化や特定健診事業などの個別事情に応じて交付

されるものです。昨年より、保険事業等の減により、交付金も減となっております。 

  同じく８ページ中段、６款繰入金、１節及び２節の保険基盤安定繰入金は、低所

得者や保険料軽減者に対する軽減相当額を公費で補填するもので、一般会計から繰

り入れます。 

  続きまして、９ページ中段、出産育児一時金について、８年度は０円となってお

ります。これは、後期高齢者医療制度が費用の一部を支援する仕組みが８年度から

全面導入されることに伴い、国が国民健康保険財政に影響を及ぼさないことを前提

に、国民健康保険財政における出産育児一時金に対する地方交付税措置は廃止する

と明示したことから、一般会計からの繰入金が廃止されることになりました。 

  ９ページ中段、２項基金繰入金です。国民健康保険財政調整基金から、昨年度は

４，５００万円繰り入れましたが、８年度は２，０００万円を取り崩して、国保の

特別会計に繰り入れ、主に県に支払う納付金に対応する予定です。 

  続きまして、１１ページをお開きください。１１ページ、歳出になります。１款

総務費、１目一般管理費は、職員給与費やシステム負担金等、国保の事務全般に係

る経費を計上しています。 

  一般事務費が増額している主な要因としまして、１８節の負担金及び交付金、町

村情報システム負担金８１１万７，０００円のうち、子ども・子育て支援納付金対
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応システム改修にかかる費用４１１万４，０００円を計上しているため増額となっ

ております。 

  次のページ、１２ページ、２項徴税費、１目賦課徴収費は、国民健康保険税の賦

課徴収に係る経費を計上しております。 

  ３項運営に関する協議会費、昨年度まで運営協議会費という項目でしたが、条例

の名称に合わせ、予算項目名を変更いたしました。 

  同じく１２ページ、２款保険給付費です。１項療養費、２項高額療養費ともに、

診療報酬の改定等により増となっております。 

  続きまして、１３ページ中段、出産育児一時金、１子当たりの支給額は５０万円、

８年度は１０件を見込んでおります。 

  １４ページ、３款国民健康保険事業費納付金です。事業費納付金は、市町村から

納付金として県へ支出し、県は特別会計として運営するものでございます。納付金

は、県の提示額を計上しており、前年より２，１７６万７，０００円の増となって

おります。 

  同じく１４ページ、５款保健事業費、１項特定健康診査等事業費、生活習慣病を

中心とした疾病予防を目的に、特定健診を実施するための費用として、健診委託料

や会計年度任用職員の報酬などに要する費用となります。 

  令和７年度から特定健診の受診券を、がん検診との共通受診券とし、一目で分か

る往復はがきで対象者に発送します。そのための経費を、印刷製本費などに計上し

ております。 

  １４ページ下段から１５ページにかけて、保険普及事業費、１８節負担金補助及

び交付金、人間ドック助成費は、被保険者の減を勘案し、昨年度より１０名減の１

５０人分を見込んでおります。 

  １５ページ、２目保健指導費、国民健康保険被保険者、特定健診受診者に対する

保健指導等に係る経費等を計上しております。 

  以降、公債費以下、歳出につきましては、主に項目設定等でございますので、説

明は割愛させていただきます。 

  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第２４号 令和８年度開成町国民健康保険特別会計予算についての

説明を終了します。 

  続いて、議案第２５号 令和８年度開成町介護保険事業特別会計予算についての

細部説明を担当課長に求めます。 

  参事兼福祉介護課長。 

○参事兼福祉介護課長（中戸川進二） 

  それでは議案第２５号 令和８年度開成町介護保険事業特別会計予算の御説明を

させていただきます。ファイル名につきましては２３、議案第２５号の冒頭の記載

のものをお開きください。こちらの２ページを御覧ください。 



－２３８－ 

  第１表 歳入歳出予算、歳入でございます。 

  １款保険料から９款諸収入まで、次の３ページに移りまして、歳出でございます。 

  １款総務費から７款予備費まで、合計は、歳入歳出ともに１５億８，９１６万７，

０００円でございます。 

  予算の細部を、予算に関する説明書で御説明をいたします。 

  ７ページを御覧ください。歳入です。 

  １款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料は、６５歳以上の方に

納めていただく保険料になります。約５，０００人分、前年度比１，０２３万円減

の３億３，７９７万９，０００円を見込んでおります。 

  同じページ中段の３款国庫支出金は、前年度比１７４万４，０００円増の３億２

６５万３，０００円を見込んでございます。 

  ２ページ先の９ページをお開きください。９ページ最上段です。 

  ４款支払基金交付金は、前年度比３９４万４，０００円減の４億６３９万２，０

００円を、同じページの下段、５款県支出金は、前年度比４０２万８，０００円減

の２億１，８１１万９，０００円をそれぞれ見込んでございます。 

  次の１０ページ最下段でございます。７款繰入金は、前年度比４６４万５，００

０円増の３億２，４０１万５，０００円を見込んでございます。 

  これらの歳入は、歳出側の一定比率を歳入するものです。歳出側の給付費に合わ

せて、歳入を見込んでございます。 

  １４ページを御覧ください。１４ページ、歳出でございます。 

  まずは歳出全体の傾向について御説明をいたします。 

  町では、令和６年度からの介護報酬改定に伴い、令和６年度を始期とする第９期

介護保険事業計画を定め、令和８年度は計画の最終年度になります。 

  この計画における令和８年度の介護認定者数は約９００人を想定してございまし

たが、実態は計画を上回る勢いで伸びている状況がございます。 

  令和８年度予算の予算編成に当たりましては、令和７年度実績見込みにおいて、

認定者数がやや落ち着いてきている状況を踏まえ、介護認定者数は若干増を見込ん

でおります。 

  特に最近の傾向といたしましては、要支援１、２の認定者数が増加傾向で、認定

者のうち、おおむね４人に１人の割合となっております。このような状況を踏まえ

た予算編成としてございます。 

  なお、説明に当たりましては前年度と比較し、予算額の変化の大きなものを中心

に御説明をさせていただきます。 

  それでは１５ページ最上段、１款総務費、２項介護認定審査会費、１目介護認定

審査会費の９７３万４，０００円につきましては、足柄上地区介護認定審査会への

負担金となります。令和７年度に進めた標準化システム対応経費分として、前年度

比２１０万７，０００円の減を見込んでございます。 

  次のページ１６ページ最上段です。２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、
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１目居宅介護サービス給付費は、要介護１から５までの方が在宅で受けるサービス

に係る給付になり、前年度から２．３％増の５億１，９３６万８，０００円を見込

んでございます。 

  同じページ、３段目になります。３目施設介護サービス費は、要介護１から５ま

での方が特別養護老人ホーム等の入所施設で受けるサービスに係る給付費になり、

前年度から１０．５％減の４億１，８６３万７，０００円を見込んでございます。 

  次のページ１７ページになります。上から２段目です。９目地域密着型介護サー

ビス給付費は、要介護１から５までの方の地域密着型通所介護などのサービスに係

る給付になり、前年度から５．６％増の３億２，４７６万８，０００円を見込んで

ございます。 

  １９ページになります。上から２段目、５項１目特定入所者介護サービス費は、

要介護１から５の方が利用する施設サービスの居住費等に係る低所得者向けの給付

で１６．５％減の２，２３３万１，０００円を見込んでございます。 

  ２０ページ中段になります。３款地域支援事業費、１項介護予防・日常生活支援

総合事業費、１目介護予防・生活支援サービス事業費は、要支援・要介護になる前

の予防事業で、生活機能が低下している方に、訪問介護と通所介護のサービスなど

を提供するものです。１１．７％増の５，１９７万８，０００円を見込んでござい

ます。 

  続いて２１ページ最上段になります。２目一般介護予防事業費は、要介護になる

前から一体的保健事業との連携によるフレイルチェックや健康づくりに関する取組

を実施し、ケアマネジメントを行うものでございます。フレイルサポーターの主体

的な運営が定着してきたことなどによる講師派遣回数の減などにより４９．８％減

の３５１万３，０００円を見込んでおります。 

  最後に２３ページの７款予備費につきましては、歳入歳出の差分を調整するもの

でございます。 

  御説明は以上になります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第２５号 令和８年度開成町介護保険事業特別会計予算についての

説明を終了します。 

  続いて、議案第２６号 令和８年度開成町給食事業特別会計予算についての細部

説明を担当課長に求めます。 

  参事兼学校教育課長。 

○参事兼学校教育課長（田中栄之） 

  それでは議案第２６号 令和８年度開成町給食事業特別会計予算の説明に先立ち

まして、関連事項としてまず、学校給食費の改定について御説明をさせていただき

ます。 

  給食実施に係る経費の負担に関しましては、学校給食法に定められるとおり、人

件費、施設整備費や運営委託料、その他、光熱水費や消耗品を町が負担し、給食食
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材料費を保護者が負担し運営をしております。 

  これまで時勢を鑑み、給食材料費については、適切な価格を決定しているところ

ですが、近年の物価高騰の影響により、これまでの給食費で賄うことが困難な状況

となってございます。 

  そこで教育委員、園、学校、ＰＴＡ会長、校長、園、学校栄養士から成る開成町

学校給食管理委員会において、給食費の改定について御議論をいただきました。 

  その結果、学校給食摂取基準を基にした給食献立を質量ともに確保し、提供する

ためには、改定はやむを得ないとの結論に達してございます。よって、令和８年度

からの１か月当たりの給食費については、幼稚園改定前３，５００円を改定後４，

４００円に、小学校改定前４，８００円を改定後６，０００円に、中学校改定前５，

３００円を改定後６，７００円にそれぞれ改定をいたします。ただし、昨今の経済

状況を踏まえ、当面の間、幼稚園、中学校については、改定前と改定後の差額を公

費負担とし、保護者の負担増を解消いたします。 

  また、小学校においては、国、県から交付される、給食費負担軽減交付金との差

額を当面の間、公費負担とし、完全無償化を実現いたします。 

  それでは改めましてファイルナンバー２４、議案第２６号 令和８年度開成町給

食事業会計予算を御覧ください。 

  ２ページ、第１表 歳入歳出予算、歳入、１款諸収入から３款繰越金、３ページ

の歳出、１款給食事業費及び２款予備費、歳入歳出合計ともに１億３，８７１万７，

０００円となります。 

  続きまして、予算の内容について御説明いたします。７ページ歳入です。１款諸

収入、１項給食納付金、１目給食納付金、１節現年度分５，１４４万８，０００円

は、園児・生徒・教職員等から徴収する給食費です。 

  なお、開成小学校、開成南小学校においては、公立小学校における給食費の抜本

的負担軽減の実施に伴い、教職員等の給食費のみ計上されてございます。 

  ２節、滞納繰越分５万円につきましては、給食費滞納が生じた場合の窓口設定と

なっております。 

  ２款繰入金、１項他会計繰入金、１目一般会計繰入金８，７２１万８，０００円、

小学校に対する給食費負担軽減交付金及び交付金と給食費との差額の町費負担分、

また令和８年度から給食費を改定しますが、当面の間、改定前との差額を公費負担

するとしたことから、幼稚園、中学校に対するその差額の町費負担分を合わせて、

給食事業特別会計に繰り出すものでございます。 

  また幼児教育保育無償化に伴う幼稚園給食費の副食費減免もここに含んでござい

ます。 

  歳出に移ります。８ページを御覧ください。 

  １款給食事業費、１項給食材料費、１目一般管理費、１３節使用料及び賃借料１

万４，０００円はＷｅｂ－ＦＢサービス利用料です。 

  ２目給食材料費、１０節需用費１億３，８６７万円は、園・学校給食の食材料費
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となります。 

  ２款予備費３万３，０００円により歳入歳出の差額を調整いたします。 

  説明は以上となります。御審議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第２６号 令和８年度開成町給食事業特別会計予算についての説明

を終了します。 

  続いて、議案第２７号 令和８年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いての細部説明を担当課長に求めます。 

  保険健康課長。 

○保険健康課長（土井直美） 

  それでは、ファイルナンバー２５、令和８年度後期高齢者医療事業特別会計当初

予算、議案第２７号について説明いたします。 

  まず、２ページをお開きください。第１表 歳入歳出予算、歳入でございます。 

  １款後期高齢者医療保険料から５款諸収入まで、次のページ、歳出、１款総務費

から４款予備費まで歳入歳出とも合計金額３億７，５５４万４，０００円の予算額

となっております。 

  予算に関する説明書５ページ、６ページをお開きください。 

  後期高齢者医療制度は、神奈川県後期高齢者医療広域連合が主体となり、市町村

と連携しながら制度を運営しています。 

  町の後期高齢者医療特別会計は、歳入で保険料として収納したものを歳出の広域

連合納付金として納める仕組みとなっており、歳出のうち、２款の後期高齢者医療

広域連合納付金が９９％を占める構成となっております。 

  ５ページ、歳入を御覧ください。８年度は、２年に一度の保険料見直しの年度で

あるため、保険料率等の引上げ及び子ども・子育て支援金の創設により、保険料が

前年度より３，１２３万６，０００円の増となっております。 

  ６ページ、歳出では、２款の後期高齢者医療広域連合納付金が前年度から３，８

２１万４，０００円増加しています。予算全体で３，８９８万２，０００円の増額

予算となっております。 

  それでは、後期高齢者医療事業の事項別明細書７ページをお開きください。 

  歳入歳出事項別明細書、歳入、１款後期高齢者医療保険料、現年度分として広域

連合から示された額に特別徴収を６５％、普通徴収を３５％と見込んでおります。

後期高齢者保険料は、２年おきに改定され、８年度は改定年度です。保険料率は、

被保険者数や１人当たり給付費などから、神奈川県広域連合で試算しており、現行

より高い税率となる予定です。 

  後期高齢者の被保険者数の状況といたしましては、伸びに鈍化が見られることか

ら、対前年度伸び率を１．０２、７年度末推計値から６０人増の２，８９０人と見

込んでいます。これらの要因により、歳入の後期高齢者医療保険料が前年度から３，

１２３万６，０００円増加しています。 



－２４２－ 

  続いて、３款繰入金でございます。１節の保険基盤安定繰入金は、低所得者に係

る保険料の減額分等を一般会計から繰り入れるもので、県４分の３、町４分の１の

負担となっております。 

  その下、２節その他一般会計繰入金は、保険料徴収に係る事務費について、一般

会計から繰り入れるものでございます。 

  少し飛びまして、９ページ、歳出でございます。１款総務費、一般管理費、保険

料徴収に係る事務費、レセプト点検の会計年度任用職員等の任用職員報酬等の事務

全般に係る経費となっております。 

  その下、２款後期高齢者医療広域連合納付金です。町が徴収した保険料相当額等

を、神奈川県後期高齢者医療広域連合に納めるものでございます。 

  以降は項目設定等になりますので割愛させていただきます。 

  説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第２７号 令和８年度開成町後期高齢者医療事業特別会計予算につ

いての説明を終了します。 

  続いて、議案第２８号 令和８年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

特別会計予算についての細部説明を担当課長に求めます。 

  都市計画課長。 

○都市計画課長（柏木克紀） 

  それでは、議案第２８号 令和８年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事

業特別会計予算の説明をさせていただきます。ファイル番号２６、議案第２８号 令

和８年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業特別会計予算をお開きくださ

い。まずは２ページを御覧ください。 

  第１表 歳入歳出予算の歳入でございます。歳入は、１款使用料及び手数料から

４款繰越金の構成となってございます。 

  次ページを御覧ください。歳出になります。歳出は、１款総務費から５款予備費

の構成となっております。 

  歳入歳出合計ともに５億８，５９６万３，０００円となってございます。 

  ５ページを御覧ください。予算に関する説明となります。 

  総括といたしまして、本年度予算額と前年度予算額の比較となってございます。

歳入歳出ともに、本年度予算５億８，５９６万３，０００円で、前年度と比較いた

しますと１億８，６６８万１，０００円の減額となります。 

  続いて、７ページを御覧ください。事項別説明書になります。 

  歳入、１款使用料及び手数料、こちらは、町が購入いたしました土地で、従前駐

車場で利用されていたため、経過措置といたしまして駐車場としてお貸しをさせて

いただき、使用された費用を徴収しているものでございます。２款国庫支出金、こ

ちらは社会資本整備総合交付金といたしまして、１億５，０００万円、前年度比３

００万円の減額となってございます。３款繰入金、こちらにつきましては、一般会
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計からの繰入金となってございます。４款繰越金、こちらは前年度からの繰越金と

なってございます。 

  それでは９ページを御覧ください。歳出です。 

  ２款事業費、１項土地区画整理事業費、１目土地区画整理事業費、１２節委託料

でございます。こちらは土地区画整理事業委託費といたしまして、測量調査業務委

託料といたしまして、主に建物補償調査業務、道路や歩道、そして水路などの公共

施設設計業務、町有地管理委託料といたしまして、先に購入した土地の草刈り業務

委託料を合わせまして１，７４６万円となります。 

  １４節工事請負費といたしまして、令和６年度から町発注工事における残土を受

け入れており、道路築造等の盛土の集積をしてございます。その用地を保全してい

くため、工事費といたしまして２９２万２，０００円、移転先となります、住宅地

の造成工事費といたしまして、１，１５０万円となります。 

  １６節公有財産購入費、こちらは４，５９１万７，０００円です。 

  ２１節補償補填及び賠償金、家屋工作物の移転費といたしまして、４億４，７８

２万１，０００円となってございます。令和８年度は、用地売却者や地権者、地域

内の移転者の建物補償調査をさせていただくとともに、工事を実施するに当たり、

使用収益停止に伴う補償を実施させていただく予定になってございます。 

  説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第２８号 令和８年度開成町駅前通り線周辺地区土地区画整理事業

特別会計予算についての説明を終了します。 

  続いて、議案第２９号 令和８年度開成町水道事業会計予算についての細部説明

を担当課長に求めます。 

  都市整備課長。 

○都市整備課長（井上 昇） 

  それではファイルナンバー２７、議案第２９号 令和８年度開成町水道事業会計

予算について御説明いたします。最初に、業務の予定量になります。 

  給水装置戸数は８，５３０戸、年間総給水量２００万８４０立方メートル、１日

平均配水量５，４８０立方メートル。主な建設改良事業費としましては、１億３，

１９１万１，０００円、収益的収入及び支出の予定額は、水道事業収益２億６，１

１６万８，０００円、営業収益２億２，３２０万８，０００円、営業外収益３，７

９５万９，０００円、特別利益１，０００円。 

  支出になります。水道事業費用２億６，２３７万２，０００円、営業費用２億４，

８８５万３，０００円、営業外費用１，２４９万９，０００円、予備費１００万円、

特別損失２万円。 

  資本的収入及び支出予定額、資本的収入３，０００万円、企業債３，０００万円

支出、資本的支出は１億９，５０２万２，０００円、増設改良費１億３，１９１万

１，０００円、企業債償還金、６，０１１万１，０００円、予備費は３００万円と
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なっております。 

  続きまして、２ページを御覧ください。企業債、起債の目的、限度額になります。 

  配水施設整備事業費として３，０００万円一時借入金としまして、一時借入金の

限度額は３，０００万円と設定しております。 

  議会の議決を得なければ流用することのできない経費といたしまして、次の経費

については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の

経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を得なければならないものと

して、職員の給与費４，１０６万７，０００円となっております。 

  たな卸資産の購入限度額は、９１６万９，０００円と定めているものになります。 

  それでは、詳細説明をさせていただきます。ファイルは、少し飛びまして２０ペ

ージを御覧ください。令和８年度開成町水道事業会計予算明細書をお開きください。 

  令和８年度開成町水道事業会計予算明細書、収益的収入及び支出の収入になりま

す。水道事業収益の主なものといたしまして、営業収益の水道使用料こちらは水道

使用料の収益として、１期当たり８，４３９件を見込んでおります。 

  次のページ水道利用加入金として９１件を見込んでおります。 

  その他は、記載のとおりとなってございます。 

  続きまして、２２ページをお開きください。収益的収入及び支出の支出になりま

す。 

  水道事業費用の主なものとしましては、原水浄水配水及び給水費としまして、委

託料の概要に記載しております、水道水の安定供給に資する費用で、主に水道施設

の電気設備の保安、滅菌装置の保守点検水質検査等に係る費用を計上してございま

す。 

  続きまして、２５ページをお開きください。総係費になります。こちらの委託料

としましては、主に水道事業会計の運営費、メータ検針等にかかる費用を計上して

ございます。 

  続きまして、２９ページの資本的収入及び支出について御説明いたします。資本

的収入及び支出の収入になります。資本的収入の主なものといたしましては、企業

債となってございます。 

  続きまして、３０ページをお開きください。資本的収入及び支出の支出になりま

す。資本的支出の主なものといたしましては、配水施設整備工事費、こちらは３１

ページに記載がございますが、工事請負費といたしまして、第一浄水場内管路耐震

化工事、ほか記載のとおりとなってございます。 

  また、ファイルナンバー２０、当初予算資料③使用箇所図を添付しておりますの

で、後ほど御確認いただければと存じます。 

  恐縮ですが、８ページにお戻りいただきたいと思います。８ページ、令和８年度

開成町水道事業予定キャッシュ・フロー計算書になります。こちらは資金の流れを

表したものでございます。 

  １の営業活動によるキャッシュ・フロー。 
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  （１）当年度純利益マイナス１，２７０万９，２３５円を見込んでおります。 

  （２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整、小計といたしまして

１億４８８万１，６６９円、受取利息及び配当金受入額１２万８，０００円、支払

利息及び企業債取扱諸費の支払額マイナス１，０８４万３，０００円を加除した結

果、営業活動から得た現金の純額は、９，４１６万６，６６９円。 

  ２の投資活動によるキャッシュ・フロー、こちらも下のほうにございます。投資

活動から得た現金預金の純額、合計いたしまして、マイナス１億２，１７０万３，

０９２円。 

  ３の財務活動によるキャッシュ・フロー、こちらの財務活動から得た現金預金の

純額は、マイナスの３，０１１万１，０００円です。 

  ４の現金預金及び現金等価物、増加額、減少額、マイナスの５，７６４万７，４

２３円。 

  ５の現金預金及び現金等価物期首残高４億７，０９７万１，６３６円。 

  ６の現金預金及び現金等価物期末残高は、４億１，３３２万４，２１３円となっ

ております。 

  ９ページ以降につきましては、一般会計に準じた給与明細書、公営企業会計によ

る財務諸表注記となっております。説明は割愛させていただきます。 

  説明は以上であります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第２９号 令和８年度開成町水道事業会計予算についての説明を終

了します。 

  続いて、議案第３０号 令和８年度開成町下水道事業会計予算についての細部説

明を担当課長に求めます。 

  都市整備課長。 

○都市整備課長（井上 昇） 

  予算の説明に入る前に申し訳ございません。訂正がございます。ファイルナンバ

ー２３、当初予算附属資料の３ページ目、こちら下水道の箇所図になってございま

すが、こちらの町道２２９号線実施設計業務委託と記載がございますが、正しくは

町道２２９号線の管渠布設工事になりますので、訂正をさせていただきます。なお、

修正した資料は、後日提供させていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

  それではファイルナンバー２８、議案第３０号 令和８年度開成町下水道事業会

計予算について御説明いたします。最初に、業務の予定量でございます。 

  配水戸数、６，９２２戸、年間有収水量、２１５万６，１６２立方メートル、１

日平均有収水量、５，９０７立方メートル、主な建設改良事業費、１億６，１６７

万２，０００円、内訳といたしまして、管路建設費１億１，９８５万６，０００円、

流域下水道費４，１８１万６，０００円。 

  収益的収入及び支出の予定額。 
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  収入になります。下水道事業収益５億３，５３０万４，０００円、営業収益２億

９，５９１万６，０００円、営業外収益２億３，９３８万７，０００円、特別収益

１，０００円。 

  支出になります。下水道事業費用５億３，５３０万４，０００円、営業費用４億

９，６９９万２，０００円、営業外費用３，１２９万２，０００円、特別損失２万

円、予備費７００万円。 

  資本的収入及び支出の予定額。収入になります。 

  資本的収入２億４５２万円、負担金５２４万円、補助金２，５００万円、支出金

７，２０７万９，０００円、企業債１億２２０万円、その他、資本的収入１，００

０円。 

  支出になります。資本的支出３億３９０万２，０００円、建設改良費１億６，１

６７万２，０００円、企業債償還金１億３，９２３万円、予備費３００万円。 

  ２ページ目をお開きください。企業債の目的及び限度額になります。 

  公共下水道事業５，１２０万円、流域下水道事業４，０００万円、特別措置分１，

１００万円、合計いたしまして、１億２２０万円としております。 

  一時借入金、一時借入金は、限度額を１億円と設定しております。 

  議会の議決を経なければ流用することのできない経費、次の経費については、そ

の経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、またはそれ以外の経費をその経

費の金額に流用する場合は、議会の議決を得なければならないものとして、職員の

給与費４，３５３万４，０００円を設定しております。 

  他会計からの補助金は、下水道事業運営のため、一般会計からこの会計へ補助を

受ける額は、１億２，２９２万１，０００円としております。 

  それでは、詳細説明をさせていただきます。恐れ入りますが、２０ページをお開

きください。令和８年度開成町下水道事業会計予算明細書をお開きください。 

  令和８年度開成町下水道事業会計予算明細書、収益的収入及び支出の収入になり

ます。 

  下水道事業収益の主なものといたしましては、下水道使用料、こちらは下水道使

用料収益として６，２７０件を見込んでおります。 

  続きまして、２２ページをお開きください。収益的収入及び支出の支出です。 

  下水道事業費用の主なものといたしましては、管渠費、下水道施設の維持管理に

関する経費で、下水道法の規定された特定事業所５か所の水質検査、下水道管、管

渠の管路調査、マンホールポンプの保守点検等を行います。また、不明水対策とし

て補修工事を行うものでございます。 

  それと流域下水道費としまして、酒匂川流域下水道事業における維持管理費の負

担金などを計上してございます。 

  続きまして、２７ページ、資本的収入及び支出について御説明いたします。 

  資本的収入の主なものといたしましては、受益者負担金、国庫補助金、企業債と

なってございます。 



－２４７－ 

  続きまして、２９ページ、資本的支出になります。 

  ２９ページ、３０ページにかけて記載のございます資本的収入及び支出の資本的

支出の主なものといたしましては、管路建設費、管路布設工事２件、こちらは区画

整理に伴う駅前通り地先の管渠布設工事、町道２２９号線管渠布設工事、そのほか、

舗装工事をはじめとしまして、酒匂川流域下水道建設費負担金、企業債、償還金な

どを計上してございます。 

  ファイルナンバー２０の当初予算資料③使用箇所図を添付してございますので、

後ほど御確認いただければと存じます。 

  恐れ入りますが８ページに戻りください。 

  令和８年度開成町下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書、こちらは、資金の

流れを表したものでございます。 

  １、営業活動によるキャッシュ・フロー。 

  （１）当年度純利益マイナス７７万４，５７２円を見込んでおります。 

  （２）営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整、小計といたしまして、

１億６，３７０万３，１１５円、受取利息及び配当金受入額及び支払利息及び企業

債取扱諸費の支払額、こちらを加除した結果、営業活動から得た現金預金純額は１

億４，０８３万６，１１５円となっております。 

  ２の投資活動によるキャッシュ・フロー。投資活動から得た現金預金純額は、マ

イナスの４，９２６万４，７２８円。 

  ３の財務活動によるキャッシュ・フロー。財務活動から得た現金預金の純額はマ

イナスの３，７０３万円。 

  ４の現金預金及び現金等価物増加額・減少額５，４５４万３８７円。 

  ５の現金預金及び現金等価物期首残高３億２，１２１万６，３４６円。 

  ６の現金預金及び現金等価物期末残高３億７，５７５万６，７３３円。 

  ９ページ以降は、一般会計に準じた給料明細、公営企業会計による財務諸表、注

記となっております。説明は割愛させていただきます。 

  説明は以上となります。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○議長（山本研一） 

  以上で、議案第３０号 令和８年度開成町下水道事業会計予算についての説明を

終了いたします。 

  以上で本日の日程は終了いたしました。 

  これにて散会いたします。 

  お疲れさまでした。 

午前１１時４７分 散会 


